
総合口座振替事務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪広域環境施設組合会計規則（平

成27年規則第73号。以下「規則」という。）第53条の規定に基づく総合口座振替の

方法による支出に係る事務について、必要な事項を定めるものとする。 

（対象経費） 

第２条 次に掲げる経費（債務金額の確定しているものに限る。）の支出については、

総合口座振替の方法によることができる。 

(1) 報酬及び費用弁償 

(2) 旅費 

２ 次に掲げる経費の支出については、会計管理者の承認を受けた上で、総合口座振

替の方法によることができる。 

(1) 報償金 

(2) 不動産賃借料 

(3) 負担金、補助及び交付金 

(4) 扶助費 

(5) 還付金及び還付加算金 

(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に認めるもの 

３ 事務局長は、前項の規定による承認を受けようとするときは、第１号様式の総合

口座振替利用申請書（以下「申請書」という。）を出納員を経て会計管理者に提出

しなければならない。当該承認を受けた総合口座振替の方法による支出の利用を取

り止めるときも、同様とする。 

（請求書の取扱い） 

第３条 事務局長は、総合口座振替の方法による支出に係る経費のうち、契約書、法

令等により定められている場合を除き、次に掲げるものについては、債権者の請求

書を徴することを省略することができる。 

(1) 報酬及び費用弁償 

(2) 旅費 

(3) 報償金 

(4) 不動産賃借料 

(5) 負担金 

(6) 扶助費 

(7) 還付加算金 

(8) 前各号に掲げるもののほか、出納員が会計管理者と協議し特に認めたもの 

（口座振替申出書の徴取及び保管） 

第４条 事務局長は、総合口座振替の方法による支出の必要があるときは、債権者の

口座振替による債権受領の意思を次に掲げる方法により確認しなければならない。 



(1) 債権者に規則第７号様式の口座振替申出書（以下「申出書」という。）を提出

させること。ただし、債権者の口座振替による債権受領の意思が申出書に準ず

る文書により確認できる場合は、債権者に当該文書を提出させることをもって

これに代えることができる。 

(2) 前号の規定により提出を受けた申出書又は申出書に準ずる文書の内容に変更

が生じたときは、債権者に申出書又は申出書に準ずる文書を再提出させること。 

２ 前項の規定による申出書は、事務局長が保管しなければならない。 

（総合口座振替情報の記録等） 

第５条 事務局長は、総合口座振替の方法による支出を会計管理者に通知しようとす

るときは、債権者の預金口座及び振替金額に係る情報（以下「総合口座振替情報」

という。）を財務会計システムに備えられたファイルに記録しなければならない。

ただし、振込先金融機関欄は、別表第１に掲げる金融機関の略称を使用して記入す

る。また、振替口座（債権者）名義フリガナ欄は、個人にあっては、姓と名の間に

空白１文字を挿入して記入し、法人にあっては、別表第２に掲げる略語等を使用し

て記入する。 

２ 事務局長は、前項の規定による総合口座振替情報の記録を行ったときは、当該支

出命令に係る支出命令情報に添付したうえ、振込指定日の５日前（指定金融機関の

休日並びに12月29日及び30日は日数に算入しない。）までに出納員を経て会計管理

者に送信しなければならない。 

（総合口座振替の依頼） 

第６条 会計管理者は、前条第２項の規定による支出命令情報の送信を受けたときは、

当該送信に係る総合口座振替情報の内容を記録した電磁的記録媒体を作成し、指定

金融機関に送付しなければならない。 

   附 則 

 この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年 10月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年８月１日から施行する。



別表第１ 

振込先金融機関の略称一覧表 

金融機関の業態名 カナ文字による略称 漢字による略称 

信用金庫 ｼﾝｷﾝ 信金 

信用組合 ｼﾝｸﾐ 信組 

労働金庫 ﾛｳｷﾝ 労金 

農業協同組合 ﾉｳｷﾖｳ 農協 

大阪府信用農業協同組合連合会 ｵｵｻｶｼﾝﾚﾝ 大阪信連 

商工組合中央金庫 ｼﾖｳｺｳﾁﾕｳｷﾝ 

ｼﾖｳﾁﾕｳ 

商工中金 

商中 

信金中央金庫 ｼﾝｷﾝﾁﾕｳｷﾝ しんきん中金 

全国信用協同組合連合会 ｾﾞﾝｼﾝｸﾐﾚﾝ 全信組連 

労働金庫連合会 ﾛｳｷﾝﾚﾝ 労金連 

農林中央金庫 ﾉｳﾘﾝﾁﾕｳｷﾝ 

ﾉｳﾁﾕｳ 

農林中金 

農中 



 

１ 法人略語一覧表 

用  語 カナ文字による略語 用  語 カナ文字による略語 

株式会社 ｶ 有限会社 ﾕ 

合名会社 ﾒ 合資会社 ｼ 

合同会社 ﾄﾞ 

医療法人 

医療法人社団 

医療法人財団 

社会医療法人 

ｲ 

財団法人 

一般財団法人 

公益財団法人 

 

ｻﾞｲ 

社団法人 

一般社団法人 

公益社団法人 

 

ｼﾔ 

宗教法人 ｼﾕｳ 学校法人 ｶﾞｸ 

社会福祉法人 ﾌｸ 更生保護法人 ﾎｺﾞ 

相互会社 ｿ 特定非営利活動法人 ﾄｸﾋ 

独立行政法人 ﾄﾞｸ 地方独立行政法人 ﾁﾄﾞｸ 

弁護士法人 ﾍﾞﾝ 有限責任中間法人 ﾁﾕｳ 

無限責任中間法人 ﾁｭｳ 行政書士法人 ｷﾞﾖ 

司法書士法人 ｼﾎｳ 税理士法人 ｾﾞｲ 

国立大学法人 

公立大学法人 
ﾀﾞｲ 農事組合法人 ﾉｳ 

管理組合法人 ｶﾝﾘ 社会保険労務士法人 ﾛｳﾑ 

 

２ 営業所略語一覧表 

用  語 カナ文字による略語 用  語 カナ文字による略語 

営業所 ｴｲ 出張所 ｼﾕﾂ 

 

３ 事業略語一覧表 

用  語 カナ文字による略語 用  語 カナ文字による略語 

連合会 ﾚﾝ 共済組合 ｷﾖｳｻｲ 

協同組合 ｷﾖｳｸﾐ 生命保険 ｾｲﾒｲ 

海上火災保険 ｶｲｼﾞﾖｳ 火災海上保険 ｶｻｲ 

健康保険組合 ｹﾝﾎﾟ 国民健康保険組合 ｺｸﾎ 

国民健康保険団体連合会 ｺｸﾎﾚﾝ 社会保険診療報酬支払基金 ｼﾔﾎ 

厚生年金基金 ｺｳﾈﾝ 従業員組合 ｼﾞﾕｳｸﾐ 

労働組合 ﾛｳｸﾐ 生活協同組合 ｾｲｷﾖｳ 

食糧販売協同組合 ｼﾖｸﾊﾝｷﾖｳ 国家公務員共済組合連合会 ｺｸｷﾖｳﾚﾝ 

農業協同組合連合会 ﾉｳｷﾖｳﾚﾝ 経済農業協同組合連合会 ｹｲｻﾞｲﾚﾝ 



 

共済農業協同組合連合会 ｷﾖｳｻｲﾚﾝ 漁業協同組合 ｷﾞﾖｷﾖｳ 

漁業協同組合連合会 ｷﾞﾖﾚﾝ 公共職業安定所 ｼﾖｸｱﾝ 

社会福祉協議会 ｼﾔｷﾖｳ 特別養護老人ホーム ﾄｸﾖｳ 

有限責任事業組合 ﾕｳｸﾐ   

 

 

４ 略語の使用方法 

(1) 法人略語及び営業所略語は、略語判別表示としてカッコを付して使用すること 

(2) 略語の使用は、１法人名につき１個とすること。ただし、１法人名称に法人略語、営業所

略語及び事業略語が混在する場合は、それぞれを組み合わせて使用すること。 

 

事例１ 

  口座名義（漢字） 平成海上火災保険株式会社 大阪営業所 所長 大阪太郎 

  口座名義（カナ） ﾍｲｾｲｶｲｼﾞﾖｳ(ｶ)ｵｵｻｶ(ｴｲ 

 

事例２ 

口座名義（漢字） 株式会社中之島法規 大阪支店 

   口座名義（カナ） ｶ)ﾅｶﾉｼﾏﾎｳｷ_ｵｵｻｶｼﾃﾝ 

 



 

第１号様式 
 
 

総合口座振替利用申請書 

 

会計管理者 様 

                                 担当：      

      

 

次のとおり総合口座振替の利用開始（廃止）を申請します。 

 

申 請 日    年  月  日 申 請 区 分  

支 払 名 称         

執 行 主 管  

担 当 コ ー ド 

                        

支 払 時 期         支 払 件 数         

振込依頼人名        

請求書の省略 

可 否 理 由 

 
       

 

利 用 開 始 日     年  月  日 

申 請 理 由 
       

 

 


